
停電等の緊急時における電源確保の取り組みについて
①充電ステーション（コンセントからの充電） ②発電機の貸し出し

【目的】24時間人工呼吸器等の医療機器を使用している難病患者の災害時の電源確保

①充電ステーション（コンセントからの充電）
対象：患者、家族
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②発電機の貸し出し
対象：訪問看護ステーションや往診医

患者・家族・関係者
（事前登録）

④受け入れ可能な充電ステーション
名、住所、対応可能時間等を伝達

⑤指定された場所・日時

に訪問し、充電を実施

充電ステー
ションリスト

持ち物：災害時要援護者カー
ド（案）バッテリー充電に必
要なもの（チャージャー、カ
フアシスト、蓄電池 等）

保健所

充電ステーション
③受け入れ確認

②連絡調整

充電ステーションス
テッカーの配布

（案）

訪問看護ステーション等
（事前登録）

保健所

①保健所に連絡
藤井寺保健所：072‐955-4181

④受け入れ可能な充電ステーション
名、住所、対応可能時間等を伝達

⑤指定された場所・日時

に訪問し、発電機を借用

事業所、施設等

③受け入れ確認

②連絡調整

発電機貸出事
業所リスト

＜お問合せ先＞

大阪府藤井寺保健所
母子・難病・地域ケアチーム

電 話：072-955-4181

電源等の提供にあたって
・事業所への連絡調整は保健所が行います。
・事業所が通電している場合に限ります。
充電や発電機の貸し出しを確約していただくものではありません。

・提供時間は24時間ではありません。原則、保健所と事業所の双方が開業している時とします。
・避難場所のように、患者本人の受け入れをお願いすることはありません。

募集中

①人工呼吸器等の状況を確認


